
様 式 ８ の １ 
平成２１年４月改定 

介護保健施設サービス（入所）利用料一覧表 

 
基本利用料（保険給付の一割負担分および自己負担分／１日あたり） 

費 用 要介護１ 要介護 2 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

４人部屋 ８６８円 ９２０円 ９７７円 １，０３４円 １，０９１円 介護保険施設 
サービス費 個室 ７８３円 ８３６円 ８９２円 ９５０円 １，００７円 

第１段階 ３００円 

第２段階 ３９０円 

第３段階 ６５０円 

食

事

標

準

負

担 第４段階 １，８００円 

４人部屋 ０円 
第１段階 

個室 ４９０円 

４人部屋 ３２０円 
第２段階 

個室 ４９０円 

４人部屋 ３２０円 
第３段階 

個室 １，３１０円 

４人部屋 ６４０円 

住

居

費

負

担 

第４段階 
個室 １，６４０円 

４人部屋 １，１６８円 １，２２１円 １，２７７円 １，３３５円 １，３９１円 
第１段階 

個室 １，５７４円 １，６２６円 １，６８３円 １，７４１円 １，７９７円 

４人部屋 １，５７８円 １，６３１円 １，６８７円 １，７４５円 １，８０１円 
第２段階 

個室 １，６６４円 １，７１６円 １，７７３円 １，８３１円 １，８８７円 

４人部屋 １，８３８円 １，８９１円 １，９４７円 ２，００５円 ２，０６１円 
第３段階 

個室 ２，７４４円 ２，７９６円 ２，８５３円 ２，９１１円 ２，９６７円 

４人部屋 ３，３０８円 ３，３６１円 ３，４１７円 ３，４７５円 ３，５３１円 

計 

第４段階 
個室 ４，２２４円 ４，２７６円 ４，３３３円 ４，３９１円 ４，４４７円 

 
 
 



加算利用料（保険給付の一割負担分） 

費 用 金額 加算単位 内容の説明 

初期加算 ３２円 １日あたり 最初の入所日から３０日間に限り
加算されます。 

夜 勤 職 員 配 置 加 算 ２５円 １日あたり 
夜勤職員をご利用者様２０名に

対し１名以上配置している場合に

加算されます。 

外泊時費用 ３８７円 １日あたり 外泊時に基本利用料に代えて加算
されます。 

タ ー ミ ナ ル 加 算 

（ 1 4 日 以 内 ） 
３３６円 １日あたり 

ご利用者様又はご家族様等の同

意を得て、ターミナルケア計画が

作成され、多職種協働しターミナ

ルケアがおこなわれている場合

で、亡くなられた日から 14日以内
について加算されます。 

タ ー ミ ナ ル 加 算 

（ 1 5 ～ 3 0 日 ） 
２１３円 １日あたり 

ご利用者様又はご家族様等の同

意を得て、ターミナルケア計画が

作成され、多職種協働しターミナ

ルケアがおこなわれている場合

で、亡くなられた日から 15日以上
30日以内について加算されます。 

栄養マネジメント加算 １５円 1日あたり 
利用者の栄養状態をアセスメント

し、栄養ケアマネジメントを行う

場合に加算されます。 

退所前後訪問指導加算 ４９１円 １回あたり 
施設の退所前または後に、居宅を

訪問し療養上の指導を行った場合

に加算されます。 

退所時指導加算 ４２７円 退所時１回
限り 

退所時に自宅で療養される方に療

養上の指導をおこない、かかりつ

け医や他の関係機関に文書で療養

上の情報を提供した場合に加算さ

れます。 

退所時情報提供加算 ５３４円 退所時 1 回
限り 

入所者が退所し居宅で療養する場

合、入所者の同意を得て、退所後

の主治の医師に診療状況を示す文

章を添えて紹介を行った場合に、1
回に限り算定します。他の社会福

祉施設等に入所する場合も同様に

算定します。 

退所前連携加算 ５３４円 退所時 1 回
限り 

入所者が退所し居宅で居宅サービ

スを利用する場合に、退所に先立

って、入所者の同意を得て、入所

者が利用を希望する指定居宅介護

支援事業者に対し診療状況を示す

文書を添えて必要な情報を提供

し、かつ、指定居宅介護支援事業

者と連携してサービス利用に関す

る調整を行った場合に、入所者 1



人につき 1 回を限度として算定し
ます。 

短期集中リハビリテーシ

ョン実施加算 ２５６円 1日あたり 

上記のほか、多職種協働による短

期・集中的な個別リハビリテーシ

ョンを実施した場合に加算されま

す。 

認知症短期集中リハビリ

テーション実施加算 ２５６円 1日あたり 

軽度認知症の方の在宅復帰に向け

た生活機能の回復を目的に、短期

集中的な個別リハビリテーション

を実施した場合に加算されます。 

経口移行加算 ３０円 1日あたり 

経管により食事摂取する利用者

が、経口摂取を進めるため、医師

の指示に基づく栄養管理を行う場

合に１８０日を限度として加算さ

れます。 

経口維持加算 Ⅰ 
（著しい誤嚥が認められ

る方） 
３０円 1日あたり 

摂食障害を有し、誤嚥が認められ

る方に対し、多職種協働による摂

食・嚥下機能に配慮した経口維持

計画を作成し、計画に従い特別な

管理を行った場合に加算されま

す。 

経口維持加算 Ⅱ 
（誤嚥が認められる方） ５円 1日あたり 

摂食障害を有し、誤嚥が認められ

る方に対し、多職種協働による摂

食・嚥下機能に配慮した経口維持

計画を作成し、計画に従い特別な

管理を行う場合で、医師の診断に

よる誤嚥が認められる方を対象に

加算されます。 

口 腔 機 能 

維 持 管 理 加 算 
３２円 １月につき 

歯科医師又は歯科衛生士が、職

員に対し口腔ケアの助言・指導を

月 1 回以上行っている場合で、ご
利用者様の口腔ケアマネジメント

計画が作成されている場合に加算

されます。 

療養食加算 ２５円 1日あたり 

糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食等、

医師の指示箋に基づき特別の療養

食を提供した場合に加算されま

す。 

老人訪問看護指示加算 ３２０円 退所時 1 回
限り 

退所時に老健施設の医師が訪問看

護は必要であると認め、入所者の

同意を得て、入所者の選定する訪

問看護ステーションに訪問看護指

示書を交付した場合に、入所者 1
人につき 1 回を限度として算定し
ます。 

認知症情報提供加算 ３７３円 １回に限り 

認知症の診断を受けていないご

利用者様で、認知症のおそれがあ

ると医師が判断し、施設内での診

察が困難であると判断された利用



者様について、ご利用者様又はご

家族様の同意を得て、他の機関に

診療状況を記した文書を添えて紹

介を行った場合に加算されます。 

在 宅 復 帰 支 援 

機 能 加 算 

（ 5 0 ％ 以 上 ） 

１６円 １日あたり 

施設を退所されるご利用者様の

うち、居宅で療養されるご利用者

さまの割合が 50％を超え、退所後
の居宅サービスの利用調整や必要

な情報の提供をおこなっている場

合に加算されます。 

在 宅 復 帰 支 援 

機 能 加 算 

（ 3 0 ％ 以 上 ） 

５円 １日あたり 

施設を退所されるご利用者様の

うち、居宅で療養されるご利用者

さまの割合が 30％を超え、退所後
の居宅サービスの利用調整や必要

な情報の提供をおこなっている場

合に加算されます。 

サ ー ビ ス 提 供 

体 制 強 化 加 算 
１２円 １日あたり 

介護を行う職員のうち、介護福

祉士が占める割合が 50％を超えて
いる場合に加算されます。 

緊急時治療管理 ５３４円 
１日あたり 
(１月に３日
を限度) 

入所された方に緊急な医療が必要

となり、施設において応急的な治

療管理を行った場合に加算されま

す。 

特定治療 やむをえない事情により施設で行われた特定の処置や手術、麻

酔等について診療報酬に準じて算定し、加算されます。 

 

※ 上記の金額は１日当たりの金額ですが、実際の精算時には端数処理により若干の金額

の違いが生じますのでご了承ください。 



その他の日常生活費および特別なサービスの利用料（１日当たり） 

費 目 金額 内容の説明 

個室料金 ５，２５０円 個室料金 

日常生活費 ２１０円 ティッシュ、タオル等使用料 

教養娯楽費 １５７円 レクレーション活動費 

理髪代 実費 業者委託料金 

電気料 ５２円 １コンセント 

毛布使用料 １， ０００円 
（１カ月） 

施設毛布使用料金 
毎月月末に新しいものに交換します。 
汚れた場合は、新しい物に取り替えます。 
その場合は、別途５００円かかります。 

                       ※消費税込みの金額となっております。 
 


